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　１．議事日程（令和７年第４回北広島町議会定例会） 

令和７年１２月５日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 議 場 

 

 

　２．出席議員は次のとおりである。 

 

 

　３．欠席議員は次のとおりである。 

 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について

 日程第２ 会期の決定について

 日程第３ 諸般の報告

 日程第４ 報告第９号 専決処分の報告について 

（町営住宅明渡しと滞納使用料支払いを請求する訴えについて）

 日程第５ 議案第７０号 北広島町乳幼児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例

 日程第６ 議案第７１号 北広島町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条

例

 日程第７ 議案第７２号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

 日程第８ 議案第７３号 北広島町火災予防条例の一部を改正する条例

 日程第９ 議案第７４号 北広島町企業立地奨励条例の一部を改正する条例

 日程第10 議案第７５号 北広島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例

 日程第11 議案第７６号 北広島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例

 日程第12 議案第７７号 北広島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例

 日程第13 議案第７８号 令和７年度北広島町一般会計補正予算（第３号）

 日程第14 議案第７９号 令和７年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

 日程第15 議案第８０号 令和７年度北広島町介護保険特別会計補正予算（第２号）

 日程第16 議案第８１号 令和７年度北広島町電気事業特別会計補正予算（第２号）

 日程第17 議案第８２号 令和７年度北広島町診療所特別会計補正予算（第２号）

 日程第18 議案第８３号 令和７年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

 日程第19 議案第８４号 令和７年度北広島町下水道事業会計補正予算（第２号）

 　１番 亀　岡　純　一 　２番 宮　本　裕　之 　３番 坂　本　伸　次

 　４番 石　坪　隆　雄 　５番 佐々木　正　之 　６番 伊　藤　　　淳

 　７番 中　村　　　忍 　８番 沼　田　真　路 　９番 伊　藤　立　真

 １０番 泉　田　暁　彦 １１番 敷　本　弘　美 １２番 湊　　　俊　文
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　　　な　し 

 

　４．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 

 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員 

　　議会事務局長　　三　宅　克　江　　　　議会事務局　　大　内　由美子 

 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

午　前　１０時　００分　　開　会 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

 

○議長（湊俊文）　おはようございます。本議会における提案説明や質疑、答弁を行う際はマイク

を立ててからはっきりと発言するように努めてください。皆様のご理解、ご協力をお願いいた

します。ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、ただいまから令和

７年第４回北広島町議会定例会を開会します。これから本日の会議を開きます。本日の議事日

程は配付したとおりです。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１　会議録署名議員の指名について 

 

○議長（湊俊文）　日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。本定例会の会議録署名議員は、

会議規則第１２７条の規定により、３番、坂本議員、４番、石坪議員を指名いたします。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

 町 長 箕　野　博　司 副 町 長 畑　田　正　法 教 育 長 増　田　　　隆

 芸北支所長 村　竹　明　治 大朝支所長 矢　部　芳　彦 豊平支所長 熊　谷　忠　明

 危機管理課長 川　手　秀　則 総 務 課 長 中　川　克　也 財政政策課長 国　吉　孝　治

 管 財 課 長 高　下　雅　史 まちづくり推進課長 小　椿　治　之 税 務 課 長 植　田　優　香

 町民保健課長 迫　井　一　深 福 祉 課 長 細　居　　　治 こども家庭課長 芥　川　智　成

 環境生活課長 出　廣　美　穂 農 林 課 長 宮　地　弥　樹 商工観光課長 大　本　賢一郎

 建 設 課 長 藤　井　尚　志 消 防 長 笠　道　宏　和 教 育 課 長 植　田　伸　二

 会計管理者 大　畑　紹　子
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日程第２　会期の決定について 

 

○議長（湊俊文）　日程第２、会期の決定についてを議題とします。お諮りします。本定例会の会

期は、本日１２月５日から１７日までの１３日間にしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。（異議なしの声あり） 

○議長（湊俊文）　ご異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から１２月１７

日までの１３日間に決定しました。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第３　諸般の報告 

 

○議長（湊俊文）　日程第３、諸般の報告をいたします。議長報告は、あらかじめ配付したとおり

ですが、その中から若干申し添えます。１０月１６日、国道１８６号整備促進協議会で、国土

交通省、関係国会議員に向け、要望活動を行いました。１０月２８日、令和７年北広島町高校

生議会が本庁議場において行われました。今回は、「未来の北広島町を築く私たちの提案」と

題して、この町を盛り立てていくため考えられた高校生の提案が発表されました。１１月１２

日、東京のＮＨＫホールにおいて、第６９回町村議会議長全国大会が開催され、出席いたしま

した。過疎化・少子高齢化が深刻な問題となっている現状で、持続可能な地域社会を確立し、

真の地方創生の実現に向け、全国の町村議会が一致団結して行動していくことを確認しました。

１１月１７日、日本消防会館ニッショーホールにおいて、全国過疎地域連盟第６０回総会が開

催され、出席をいたしました。過疎地域に指定された市町村に対する総合的かつ積極的な支援

を国に求め、この地域の安全・安心な暮らしを持続させることを全会一致で決議いたしました。

次に、本定例会までに受理した請願・陳情は別紙請願・陳情受付簿のとおりです。会議規則第

９２条の規定により所管の常任委員会に付託をいたします。次に、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定により、例月出納検査の結果報告書が提出されております。お手元に配付したと

おりです。以上で議長報告を終わります。次に、町長から行政報告の申出がありますので、こ

れを許します。箕野町長。（副町長挙手あり）副町長。 

○副町長（畑田正法）　本定例会の行政報告におきまして、主なるものについて報告をいたします。

まず、４ページをお願いいたします。危機管理課の関係であります。地域防災力の強化としま

して、南海トラフ巨大地震等を想定した初動対応訓練を１０月２０日、役場本庁舎で行ってお

ります。設定として、震度６強、直下型地震を想定して行っております。次に８ページをお願

いいたします。財政政策課の関係であります。まちづくり総合委員会において、第３次北広島

町長期総合計画の策定に向けて、第１回のまちづくり総合委員会を１０月７日開催をしており

ます。その下の項目、まちづくり懇談会であります。毎年４地域で行っておりますまちづくり

懇談会でありますが、次の４項目、北広島町ゼロカーボンタウンの取組について、火葬場の集

約に伴う環境整備等について、再ほ場整備について、都市計画マスタープランについての主要

事業を説明し、意見交換を行ったところであります。９ページをお願いいたします。企業版ふ

るさと納税であります。１１月４日現在８件、１１３０万の寄附をいただいております。続き

まして１３ページをお願いいたします。まちづくり推進課の関係であります。ふるさと寄附金、
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一般寄附金として、１０月３１日現在２０３３件、１億２１６１万７５００円の寄附をいただ

いております。昨年同時期と比較して３１８．６％の数字となっております。続きまして２４

ページをお願いいたします。福祉課の関係であります。敬老金支給事業として、多年にわたり

社会に寄与された方の長寿を祝福するとともに、高齢者への敬愛と福祉の増進を図るため敬老

祝金をお渡しをしております。対象者として、１００歳の方が１４人、８８歳の方が１６４人

であります。続きまして３１ページをお願いいたします。環境生活課の関係です。火葬場待合

室改修工事として令和８年度から千代田地域の慈光苑に火葬場を集約することに伴いまして、

火葬場の待合室の改修工事を実施しております。工期の期間の予定として本年の１２月３１日

までとしております。続きまして３４ページをお願いいたします。農林課の関係であります。

再ほ場事業につきまして取組状況を報告をいたします。芸北地域、亀山・雲耕地区であります。

この地区におきましては地元説明会を実施しているところでございます。また奥原・土橋地区

におきましては行政区長と主な担い手である２経営体と協議を行っているところでございます。

続きまして３７ページをお願いいたします。商工観光課の関係であります。商工業振興対策事

業といたしまして、キャッシュレスキャンペーン、消費需要喚起、地域経済の活性化を目的に

本年の１０月に行っております。また北広島町産業フェア２０２５としまして、１１月２日、

本庁舎南側駐車場にて行っております。以上でございます。教育関係は教育長から報告をいた

します。 

○議長（湊俊文）　教育長。 

○教育長（増田隆）　教育課より主なもののみご報告をいたします。学校教育活動では４４ページ

をお開きをいただきたいです。４４ページの中段中ほど、教育支援委員会を１１月６日、１１

月２０日の２回開催しました。中身は、支援の必要な児童生徒の次年度の就学先についての審

議をしていただいた中身です。その下、山県郡小学校陸上記録会、１０月１０日、Ｋｕｍａｈ

ｉｒａ　Ｐａｒｋ北広島で、安芸太田の小学校と合同で開催をいたしました。４５ページをお

願いします。安全・安心な学校施設では、豊平学園第２校舎、これいわゆる旧中学校校舎であ

りますが、のトイレ改修工事を令和７年１０月２１日から令和８年１月３０日の間で行ってお

ります。今やっている最中でございます。それからその下、通学路交通安全プログラムでは通

学路の合同点検を警察、道路管理者、学校、町教育委員会で１０月８日に行っております。北

広島町内１５か所についての通学路の安全点検を行いました。１つ飛んで、北広島ふるさと夢

プロジェクト事業でございますが、６年生、夢プロ事業で、「夢と希望を乗せてロケットを飛

ばそう」ということで９月３０日、Ｋｕｍａｈｉｒａ　Ｐａｒｋ北広島で北海道の植松電機代

表取締役、植松努様にお越しをいただいて、ロケットを飛ばしています。４年生の「お宝発見」

については記載のとおりです。一番下の「未来のまち　私たちがつくる！中高生が描く北広島

町」、１１月２日、千代田まつりの日にまちづくりセンターと共催で実施をいたしました。４

６ページをお願いします。場所がまちづくりセンターで、内容については芸北分校、千代田高

校、新庄中学・高等学校と芸北中学校です。主に町内の高校生がプレゼンをしてくれています。

それからその下、今年度から中学生も地元の企業をよく知ってもらおうということで企業訪問

を始めました。日程等についてはそこに記載のとおりです。次に、２０２０年東京オリンピッ

クホストタウン推進事業です。万博国際交流プログラム事業として、東京２０２５世界陸上競

技選手権大会ドミニカ共和国選手応援・駐日ドミニカ共和国大使訪問を９月１８日から１９日

で加計高等学校の芸北分校、千代田高校の生徒８名が参加をしました。同じくドミニカ共和国
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の万博関係者交流ということで、１０月１５日から１７日にかけて、ドミニカの方のほうが芸

北中学校、町内の文化施設を訪問されています。同じくドミニカ共和国出身のカープ選手によ

る野球教室、１１月２３日にＫｕｍａｈｉｒａ　Ｐａｒｋ北広島で行いました。１９人の参加

がありました。４７ページをお願いいたします。真ん中の芸術文化振興事業等のところですが、

第１８回靉光記念北広島町児童生徒自画像展表彰式を１０月１１日、ギャラリー森のほうで行

いました。今年も１０００点を超える応募があり、その中で選ばれております。その中の巡回

展示が１０月１１日から１１月１９日の間でギャラリー森等で巡回展示を行っております。後

はご覧になっていただきたいと思います。教育課からは以上でございます。 

○議長（湊俊文）　以上で、町長、教育長の行政報告を終わります。これをもって諸般の報告を終

わります。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第４　報告第９号　専決処分の報告について 

 

○議長（湊俊文）　日程第４、報告第９号、専決処分の報告について、報告を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司）　それでは報告第９号につきまして、概要を説明します。議案集の４ページを

お願いします。報告第９号、専決処分の報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定に

より、北広島町営住宅の明渡し及び滞納使用料の支払請求に関する訴えの提起について専決処

分したので、同条第２項の規定により、これを報告するものです。以上、詳細につきましては

担当から説明します。 

○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　報告第９号、専決処分の報告について建設課からご説明申し上げます。

議案集４ページ、５ページをお願いいたします。地方自治法第１８０条第１項の規定により、

議案集５ページ、専決処分第９号のとおり、北広島町営住宅の明渡しと滞納使用料の支払請求

に関する訴えの提起について。令和７年１１月２５日専決処分いたしましたので、同条第２項

の規定により報告いたします。内容について説明いたします。１、相手方の住所及び氏名並び

に２の町営住宅名につきましては記載のとおりです。３、滞納使用料は２４万３６００円です。

４、内容及び請求の趣旨につきましては、債務者は、北広島町営住宅使用料を滞納しているた

め、本町は住宅の明渡しを請求したところ、納付も意思表示もされないため、住宅の明渡しと

滞納使用料の支払いを求める判決及びこれに対する仮執行の宣言を求める訴えを提起したもの

です。以上で報告を終わります。 

○議長（湊俊文）　本件についてこれより質疑を行います。質疑はありませんか。４番、石坪議員。 

○４番（石坪隆雄）　４番、石坪でございます。専決処分については理解をしました。訴えの提起

するまでに債務者とどのような対応をしたのか。そして、訴えを提起するまでのマニュアルが

あるのか、その辺のところお伺いしたいと思います。 

○議長（湊俊文）　建設課長。 

○建設課長（藤井尚志）　まず、マニュアルでございますけども、滞納債権回収のフローチャート

というものがございまして、それに従って対応しておるところでございます。ただ、滞納が発

生しましたら、まず督促をする。その後納付がなければ催告をする。それがなければ呼出しを
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させていただいて、来ていただければ分納の誓約をしていただいたりとか、いろいろ今後のこ

とを話し合いながら、いろいろと取決めをした上で納付をしていただくというような対応をこ

れまでもしてきております。今回に関しましては、滞納が発生して督促を行い、催告を行い、

呼出しも都合４回にわたって呼出し状を送らせていただいております。電話を携帯電話にかけ

させていただいても出ていただけないとか、そういったこともございまして、職場のほうへ連

絡をしていただいて、本人に代わっていただいて本人と話をしております。そのときに納付に

対する意思がないということでございましたので、今回の訴えを起こすということになったも

のでございます。 

○議長（湊俊文）　ほかに質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終わり

ます。これで報告第９号、専決処分の報告について、報告を終わります。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第５　議案第７０号　北広島町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

日程第６　議案第７１号　北広島町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第５、議案第７０号、北広島町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例及び日程第６、議案第７１号、北広島町特定乳児等通園支援事業の運営に

関する基準を定める条例についての２議案を一括議題とします。以上２議案について提案理由

の説明を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司）　それでは議案第７０号から議案第７１号につきまして一括して概要を説明し

ます。議案集６ページをお願いします。議案第７０号、北広島町乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例について説明します。本案は国の基準に基づく乳児等通園支

援事業の設備及び運営に関する基準を条例で定める必要があるため、本条例の制定について町

議会に提案するものです。議案集の１６ページをお願いします。議案第７１号、北広島町特定

乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例について説明します。本案は、乳児等通

園支援事業については、町が条例で定めた基準に従い提供する必要があるため、本条例の制定

について町議会に提案するものです。以上、詳細につきましては担当から説明します。 

○議長（湊俊文）　こども家庭課長。 

○こども家庭課長（芥川智成）　議案第７０号、北広島町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例について、こども家庭課からご説明いたします。議案集６ページをお願

いいたします。今回提案させていただきました条例は、令和８年４月１日から開始されます乳

児等通園支援事業、通称こども誰でも通園制度に関わるものでございます。この乳児等通園支

援事業は、生後６か月から満３歳未満の未就学児が保護者の就労要件や理由を問わず、時間単

位で月一定時間まで利用できる新たな給付制度で、児童福祉法による市町村の認可事業として

位置づけられました。事業の実施に当たっては、その設備及び運営について内閣府令で定めら

れた基準に従い、条例でその認可基準を定めなければならないとされておりますので、本条例

を制定するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。続きまして、議案

第７１号、北広島町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例についてご説明

いたします。議案集１６ページをお願いいたします。乳児等通園支援事業につきましては、先
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ほど議案第７０号でご説明しましたように、児童福祉法に基づく認可基準を満たすことを前提

としながら、法に基づく運営に関する基準を満たすことが求められておりますので、国の基準

に従い、事業の実施に当たっての運営に関する基準を定めた本条例を制定するものでございま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（湊俊文）　これをもって提案理由の説明を終わります。以上２議案については、後日、審

議採決を行います。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第７　議案第７２号　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例から 

日程第９　議案第７４号　北広島町企業立地奨励条例の一部を改正する条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第７、議案第７２号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例か

ら、日程第９、議案第７４号、北広島町企業立地奨励条例の一部を改正する条例までの３議案

を一括議題とします。以上３議案について、提案理由の説明を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司）　それでは議案第７２号から議案第７４号につきまして、一括して概要を説明

します。議案集２８ページをお願いします。議案第７２号、職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例について説明します。本案は、人事院勧告に伴い、職員の給与改定を行うため

及び栄養士法の改正に伴い、関係条例の一部改正について町議会に提案するものです。議案集

５２ページをお願いします。議案第７３号、北広島町火災予防条例の一部を改正する条例につ

いて説明します。本案は、火災予防条例の改正に伴い、条例の一部改正について町議会に提案

するものです。議案集５６ページをお願いします。議案第７４号、北広島町企業立地奨励条例

の一部を改正する条例について説明します。本案は、企業立地奨励の対象について新エネルギ

ー産業施設に水力発電を加えるため、条例の一部改正について町議会に提案するものです。詳

細につきましては各担当から説明します。 

○議長（湊俊文）　総務課長。 

○総務課長（中川克也）　議案第７２号、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につい

て、総務課からご説明申し上げます。議案集２８ページをお願いいたします。まず、ご説明に

先立ちまして、今年度の人事院勧告についてお話をさせていただきますが、今年度の人事院勧

告の概要です。初任給をはじめ３０歳代後半までに重点を置いた月例給の引上げ、特別給、い

わゆる期末勤勉手当においては０．０５月分の引上げなどが勧告をされております。今回提案

をしております条例につきましては、この国の人事院勧告に準じて本町職員の給与改定を行う

もので、関係する条例についてそれぞれ改正を行うものでございます。第１条、職員の給与に

関する条例の一部改正では、行政職をはじめ各職種の給与表の改定、特別給の改定等を行いま

す。議案集４１ページをお願いいたします。第２条、一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の一部改正では、任期付職員の給与改定を、次の議案集４２ページ、第３条、特別職の職員

で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正では特別給の改定を行います。続きまし

て議案集４３ページをお願いいたします。第４条、北広島町会計年度任用職員の給与等に関す

る条例の一部改正では、常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて会計年度任用職員の給与改

定を行います。本条例の改正はいずれも令和７年４月１日から適用するものでございます。総
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務課からのご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（湊俊文）　消防長。 

○消防長（笠道宏和）　議案第７３号、北広島町火災予防条例の一部を改正する条例について、消

防本部からご説明申し上げます。提案理由についてですが、火災予防条例第３０条、３０条の

８、３０条の９、４５条でございます。令和７年２月２６日、岩手県大船渡市において発生し

た林野火災を踏まえた対策を検討するため、消防庁及び林野庁を事務局として検討会が開催さ

れ、報告書が取りまとめられました。林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令などによっ

て、林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとの検討結果を基に条例の制定に関する

基準を定める省令の一部を改正する省令が改正されたため、所要の改正を行ったものでござい

ます。施行日については、令和８年１月１日となります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（湊俊文）　商工観光課長。 

○商工観光課長（大本賢一郎）　商工観光課より、議案第７４号、北広島町企業立地奨励条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案集の５６ページをお願いいたします。本

案は、国のエネルギー大綱における小水力発電の重要性が高まり、本町においても脱炭素ゼロ

カーボン推進に積極的に取り組む中、条例の一部改正を行うものです。内容としましては、第

２条第５項で定める企業立地奨励の対象について、新エネルギー産業施設に小水力発電を加え

るものです。また、第５条第３項の、広島県が設備取得に係る助成金を交付するものの根拠と

なる要綱として、広島県産業集積促進助成要綱（平成２３年広島県告示第３０９号）を広島県

内投資促進助成要綱（平成３年４月１日施行）に改めるものです。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（湊俊文）　これをもって提案理由の説明を終わります。以上３議案については、後日、審

議採決を行います。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１０　議案第７５号　北広島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例から 

日程第１２　議案第７７号　北広島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例 

 

○議長（湊俊文）　日程第１０、議案第７５号、北広島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例から、日程第１２、議案第７７号、

北広島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例までの３議案を一括議題とします。以上、３議案について提案理由の説明を求めます。箕

野町長。 

○町長（箕野博司）　それでは議案第７５号から議案第７７号につきまして一括して概要を説明し

ます。議案集５９ページをお願いします。議案第７５号、北広島町特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明します。

本案は、児童福祉法並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の一部改正に伴い、本条例の一部改正について町議会に提案するものです。議案集６１
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ページをお願いします。議案第７６号、北広島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について説明します。本案は、児童福祉法並びに家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、本条例の一部改正について町議会

に提案するものです。議案集６９ページをお願いします。議案第７７号、北広島町放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について説明し

ます。本案は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部改正について町議

会に提案するものです。詳細につきましては各担当から説明します。 

○議長（湊俊文）　こども家庭課長。 

○こども家庭課長（芥川智成）　議案第７５号、北広島町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、こども家庭課からご説

明いたします。議案集５９ページをお願いいたします。今回提案させていただきました一部改

正条例は、児童福祉法並びに就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関

する法律、認定こども園法の一部改正に伴い、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園の職

員等による虐待に関する通報義務が創設されたことにより、本条例の一部を改正するものでご

ざいます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。続きまして議案第７６号、北広島町家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説

明いたします。議案集６１ページをお願いいたします。今回提案させていただきました一部改

正条例は、児童福祉法並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

母子保健法に基づく乳幼児の健康診断の内容が保育所等の健康診断の全部または一部に相当す

ると認められるとき、当該健康診断の全部または一部を行わないことができる場合を追加する

改正で、あわせて特定の都道府県または指定都市において保育士と同等に業務を行うことがで

きる地域限定保育士制度が創設されたことにより本条例の一部を改正するものでございます。

ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（湊俊文）　教育課長。 

○教育課長（植田伸二）　議案第７７号、北広島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について教育課からご説明いたします。議案集６９

ページをお願いします。提案の理由でございますが、放課後児童健全育成事業、いわゆる放課

後児童クラブの設備及び運営に関する基準を定める本条例について、児童福祉法等の一部改正

に伴い、条例第１０条第３項、放課後児童支援員の資格について、第１号中、保育士の資格を

有する者に、特例的に登録した都道府県においてのみ保育士として通用する資格である地域限

定保育士を加えるものです。条例第１２条では、児童福祉法第３３条の１０に第２項及び第３

項が追加されたことに伴う改正を行います。また、このたびの改正に合わせ、義務教育学校豊

平学園の設置に伴い、条例第５条、１８条、２０条の改正を行います。なお、この条例は公布

の日から施行します。以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（湊俊文）　これをもって提案理由の説明を終わります。以上３議案については、後日、審

議採決を行います。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

日程第１３　議案第７８号　令和７年度北広島町一般会計補正予算（第３号）から 
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日程第１９　議案第８４号　令和７年度北広島町下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

○議長（湊俊文）　日程第１３、議案第７８号、令和７年度北広島町一般会計補正予算第３号から

日程第１９、議案第８４号、令和７年度北広島町下水道事業会計補正予算第２号までの７議案

を一括議題とします。以上７議案について、提案理由の説明を求めます。箕野町長。 

○町長（箕野博司）　それでは令和７年度補正予算の概要について一括して説明します。令和７年

度補正予算書の３ページをお願いします。議案第７８号、令和７年度北広島町一般会計補正予

算第３号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億１９００万円を追

加し、予算の総額を１６４億２４００万円とするものです。今回予算補正を行う主な内容は、

子ども第三の居場所開設事業の実施、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した畜

産農家に対する飼料等価格高騰対策支援の実施などを計上しております。なお、人件費につき

まして、人事院勧告などによる人件費の補正を行っております。繰越明許費補正は、第２表に

追加１１事業を、債務負担行為補正は第３表に追加１事業を、地方債補正は第４表に目的別に

計上しております。次に補正予算書の６８ページをお願いします。議案第７９号、令和７年度

北広島町国民健康保険特別会計補正予算第２号です。本案は既定の歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ１００万円を減額し、予算の総額を２１億９４００万円とするものです。今回

予算補正を行う主な内容は、一般被保険者療養給付費の減額などを計上しております。次に補

正予算書の８３ページをお願いします。議案第８０号、令和７年度北広島町介護保険特別会計

補正予算第２号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額は変更しませんが、歳入予算におい

ては一般会計繰入金の減額による調整などを、歳出予算においては、居宅介護サービス給付費

の追加及び地域密着型介護サービス給付費の減額による調整などを計上しております。次に補

正予算書の１０４ページをお願いします。議案第８１号、令和７年度北広島町電気事業特別会

計補正予算第２号です。本案は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５００万円

を減額し、予算の総額を６７００万円とするものです。今回予算補正を行う主な内容は消費税

納付金の減額による調整などを計上しております。次に補正予算書の１１６ページをお願いし

ます。議案第８２号、令和７年度北広島町診療所特別会計補正予算第２号です。本案は、既定

の歳入歳出予算の総額は変更しませんが、歳出予算において、人件費の追加及び予備費の減額

による調整などを計上しております。次に補正予算書の１２８ページをお願いします。議案第

８３号、令和７年度北広島町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号です。本案は、既定の歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１０万円を追加し、予算の総額を３億８９９０万円と

するものです。今回予算補正を行う主な内容は、広域連合への保険料等負担金の追加などを計

上しております。続きまして、令和７年度北広島町下水道事業会計補正予算書第２号の３ペー

ジをお願いします。議案第８４号、令和７年度北広島町下水道事業会計補正予算第２号です。

本案は、収益的支出において既決の支出予定額に３５８万７０００円を追加し、支出予定額を

１０億３２３４万９０００円とするものです。また、第３条においては議会の議決を経なけれ

ば流用することのできない経費の補正として、既決の予定額に１８７万１０００円を追加し、

４１４４万７０００円に改めるものです。今回、予算補正を行う主な内容は人件費及び委託料

の追加などによる補正を行っております。以上、各会計の詳細につきましては各担当から説明

いたします。 

○議長（湊俊文）　財政政策課長。 
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○財政政策課長（国吉孝治）　議案第７８号、令和７年度北広島町一般会計補正予算第３号につき

まして、財政政策課からご説明申し上げます。資料の令和７年度１２月補正予算の概要及び主

要施策をお願いいたします。今回の補正におきましては、一般会計の補正額は３億１９００万

円の増額補正で、補正後の予算額は１６４億２４００万円となります。編成上のポイントとし

ましては、子ども第三の居場所開設事業の実施、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を

活用した畜産農家に対する飼料等価格高騰対策支援の実施でございます。本表下段には、一般

会計、特別会計の当初予算からの補正の状況、累計額などを掲載しております。それでは内容

についてご説明申し上げます。次のページのⅢ、１２月補正予算、主要施策等一覧表をご覧い

ただければと思います。今回補正を行う主な事業について、第２次北広島町長期総合計画改訂

版の施策分野に沿って記載をしております。なお、表中右端に予算書計上のページを記載して

おりますので、後ほど予算書と一緒にご覧いただければと思います。施策分野Ⅰ、活力ある産

業の創造と成長では、農業施設維持修繕事業における農道維持管理委託料１４９万円、林業振

興対策事業における森林作業道補修工事請負費２８３万３０００円の追加などを、施策分野Ⅱ、　

にぎわいと活気に満ちたまちづくりでは、放課後児童クラブ運営事業における民間児童クラブ

補助金１１９万円、子ども第三の居場所管理運営事業における監理委託料、工事請負費６８０

２万７０００円、観光振興対策事業における広島県観光連盟負担金など１３０万６０００円、

アザレア千代田運営事業における施設軒下パネル修繕料１６６万７０００円の追加、児童手当

給付事業における児童手当４２３万円の減額などを、施策分野Ⅲ、安心して元気に暮らせる地

域の創出では、老人ホーム等入所措置事業における老人ホーム入所委託料２５８万円の追加な

どを、施策分野Ⅳ、生活基盤の強化・強靭化では、道路維持修繕事業における道路維持補修作

業等委託料、除雪委託料など４４５１万２０００円、公共土木施設７年災害復旧事業における

災害復旧工事請負費３００万円の追加、電子計算組織管理運営事業における県システム共同利

用手数料の増、電子計算機借上料の減、合わせて１２４２万４０００円の減額、小学校教育振

興事業、中学校教育振興事業におけるＧＩＧＡ端末借上料など合わせて１０１３万９０００円

の減額など、施策分野Ⅴ、住民のための行財政運営では、庁舎管理事業における自家発電機バ

ッテリー及び高圧ケーブル交換に伴う費用など１０２５万１０００円、ふるさと寄附金事業に

おける手数料、委託料４６６８万６０００円、特定目的基金費におけるふるさと基金積立金９

１６８万５０００円の追加、地方債償還元金の減及び利子の増、合わせて９２９万６０００円

の減額などを計上しております。また、その他、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を

活用して実施する事業としまして、畜産振興対策事業における飼料等価格高騰対策支援金１６

７１万円の追加を計上しております。なお、一覧表中に資料番号を記載しております事業は、

事業目的、事業概要などの説明資料を添付しておりますので、後ほどご覧いただければと思い

ます。次に、補正予算書の第２表をお願いいたします。繰越明許費補正でございます。記載し

ております２款総務費から１１款災害復旧費までの１１事業について新たに令和８年度への繰

越しを追加するものでございます。次に、補正予算書の第３表をお願いいたします。債務負担

行為補正でございます。新たに１件、子ども第三の居場所運営委託料、Ｂ＆Ｇ財団事業分を追

加で計上しております。次に、補正予算書の第４表をお願いいたします。地方債補正を目的別

に計上しております。災害復旧事業債、過疎対策事業債の減額はあるものの、公共事業等債、

一般単独事業における緊急防災・減災事業債、地方道路等整備事業債、緊急自然災害防止対策

事業債の追加により、補正後の借入限度額を総額で１１億６８６０万円とするもので、補正前
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より１９７０万円の増額となります。以上で、財政政策課からの説明を終わります。ご審議の

ほどどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　議案第７９号、令和７年度北広島町国民健康保険特別会計補正予算

第２号について町民保健課からご説明申し上げます。歳出事項別明細書７４ページ、７５ペー

ジをお願いします。１款１項１目一般管理費１１４万円の減額と１款２項１目賦課徴収費の５

万２０００円の増額は、人事院勧告などによる人件費の補正になります。２款１項１目一般被

保険者療養給付費は、給付実績により２０００万円を減額いたします。次のページをお願いし

ます。２款２項１目一般被保険者高額療養費は、給付実績により２０００万円を増額します。

５款１項１目特定健康診査等事業費９万７０００円の増額と５款３項健康管理センター事業費

５７万３０００円の増額は、いずれも人事院勧告などによる人件費の補正になります。次のペ

ージをお願いします。６款１項１目財政調整基金積立金を２５４万１０００円減額します。８

款１項３目保険給付費等交付金償還金１９５万９０００円の増額は、令和６年度に概算払交付

を受けた県支出金等の精算になります。次に歳入事項別明細書７２ページ、７３ページをお願

いします。５款１項１目一般会計繰入金の４１万８０００円の減額は、職員給与費等の繰入分

になります。５款２項１目財政調整基金繰入金は５８万２０００円を減額いたします。以上で

説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（湊俊文）　福祉課長。 

○福祉課長（細居治）　議案第８０号、令和７年度北広島町介護保険特別会計補正予算第２号につ

いて福祉課からご説明申し上げます。歳出の事項別明細書、予算書９２ページ、９３ページを

お願いします。１款１項１目一般管理費を１４８万３０００円増額し、３０９万３０００円と

します。これは介護保険システム改修委託料等を増額するものでございます。１款３項２目認

定調査費等を６２万５０００円増額し、１９７７万５０００円とします。これは会計年度任用

職員報酬を増額するものでございます。１款４項１目計画策定委員会費を２６８万２０００円

減額し、４４８万５０００円とします。これは介護保険事業計画策定委託料を入札による残額

を減額するものでございます。予算書９４ページ、９５ページをお願いします。２款１項１目

居宅介護サービス給付費を２２００万円増額し、７億７２７０万円とします。これは、居宅介

護サービス給付費を給付実績見込みにより増額するものでございます。２款１項２目施設介護

サービス給付費を１５００万円減額し、１２億６５００万円とします。これは施設介護サービ

ス給付費を給付実績見込みにより減額するものでございます。２款１項３目地域密着型介護サ

ービス給付費を１７００万円減額し、６億１６００万円とします。これも地域密着型介護サー

ビス給付費を給付実績見込みにより減額するものでございます。２款２項２目高額医療合算介

護サービス費を８００万円増額し、１４５０万１０００円とします。これも高額医療合算介護

サービス費を給付実績見込みにより増額するものでございます。予算書９６ページ、９７ペー

ジをお願いします。２款４項１目介護予防サービス給付費を３００万円減額し、１億２４０万

円とします。これは介護予防サービス給付費を給付実績見込みにより減額するものでございま

す。２款４項２目地域密着型介護予防サービス給付費を５００万円増額し、１９００万円とし

ます。これは、地域密着型介護予防サービス給付費を給付実績見込みにより増額するものでご

ざいます。４款１項２目介護予防ケアマネジメント事業費を４４万２０００円増額し、１３３

２万円とします。これは会計年度任用職員報酬を増額するものでございます。４款３項１目総



- 13 -

合相談事業費を１６万９０００円増額し、１１１９万３０００円とします。これは職員手当等

の人件費の増額を行うものでございます。予算書９８ページ、９９ページをお願いします。４

款３項３目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費を２２万１０００円増額し、９８３万

円とします。これは職員手当等の人件費の増額を行うものでございます。８款１項１目予備費

２５万８０００円の減額は調整額です。次に戻っていただいて、歳入の事項別明細書、予算書

８８ページ、８９ページをお願いします。１款１項１目第１号被保険者保険料を１８万９００

０円を増額し、５億２１５１万２０００円とします。これは歳出の補正に伴い、負担割合分の

保険料を増額するものでございます。３款２項１目調整交付金を２万２０００円増額し、２億

６９４０万円とします。これも歳出の補正に伴う公費等の負担割合分でございます。３款２項

２目地域支援事業交付金を２３万８０００円増額し、２９９０万円とします。これも歳出の補

正に伴う公費等の負担割合分でございます。３款２項５目介護保険関係システム改修費を５８

万２０００円とします。これは介護保険システム改修に伴う国庫補助金でございます。４款１

項２目地域支援事業支援交付金を１１万９０００円増額し、２０４３万１０００円とします。

これも歳出の補正に伴う公費等の負担割合分でございます。予算書９０ページ、９１ページを

お願いします。５款２項１目地域支援事業交付金を１２万９０００円増額し、１６８３万７０

００円とします。これも歳出の補正に伴う公費等の負担割合分でございます。７款１項２目そ

の他一般会計繰入金を１１５万６０００円減額し、３２７５万７０００円とします。これは歳

出の総務費の減額補正に伴うものでございます。７款１項３目地域支援事業繰入金を１３万５

０００円増額し、１６８９万円とします。これも歳出の地域支援事業費の増額補正に伴うもの

でございます。７款２項１目介護給付費準備繰入金は２５万８０００円減額とします。以上で

福祉課からのご説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（湊俊文）　農林課長。 

○農林課長（宮地弥樹）　議案第８１号、令和７年度北広島町電気事業特別会計補正予算第２号に

ついて農林課からご説明申し上げます。補正予算書１１０、１１１ページ、歳出事項別明細書

をお願いいたします。歳出、１款１目一般管理事業につきましては、人件費の調整及び本年度

の電気料金充当補助金及び一般会計繰出金確定に伴う補正でございます。歳出、２款１項１目

電気事業費の公課費４８８万９０００円の減額ですが、これは消費税確定申告によりまして、

中間申告納付額の確定に伴う減額でございます。次に、５款１項１目予備費につきましては、

端数調整でございます。続いて歳入を説明いたします。前に戻っていただきまして、補正予算

書１０８、１０９ページ、事項別明細書歳入をお願いいたします。３款２項１目基金繰入金５

７４万３０００円の減額につきましては、歳出予算補正額減額に伴いまして、電気事業繰入金

を減額補正するものでございます。次に、５款２項１目雑入の７４万３０００円の増額につき

ましては、消費税額確定に伴いまして、消費税額還付金を増額補正するものでございます。以

上で農林課からの説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（湊俊文）　町民保健課長。 

○町民保健課長（迫井一深）　議案第８２号、令和７年度北広島町診療所特別会計補正予算第２号

について町民保健課からご説明申し上げます。歳出の事項別明細書１２０ページ、１２１ペー

ジをお願いします。１款１項１目一般管理費１４６万７０００円、２目訪問看護事業費５５万

２０００円の増額は、人事院勧告などによる人件費の補正になります。４款１項１目元金の３

１万１０００円の減額は、雄鹿原診療所の地方債償還元金の減額になります。次のページをお
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願いします。５款１項１目予備費を調整で１７０万８０００円減額します。歳入予算について

は、補正はございません。続きまして、議案第８３号、令和７年度北広島町後期高齢者医療特

別会計補正予算第２号についてご説明申し上げます。歳出の事項別明細書１３４ページ、１３

５ページをお願いします。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金の５１６万３０００円

の増額は、現年分の保険料等負担金になります。５款１項１目予備費６万３０００円の減額は

調整によるものです。次に歳入の事項別明細書１３２ページ、１３３ページをお願いします。

１款１項後期高齢者医療保険料、１目の特別徴収保険料を６６３万８０００円増額し、２目の

普通徴収保険料を４７万５０００円減額します。３款１項１目事務費繰入金を１０６万３００

０円減額いたします。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（湊俊文）　環境生活課長。 

○環境生活課長（出廣美穂）　議案第８４号、令和７年度北広島町下水道事業会計補正予算第２号

について、環境生活課からご説明申し上げます。別冊の令和７年度北広島町下水道事業会計補

正予算第２号の３ページをお願いいたします。第２条、収益的支出の補正についてですが、令

和７年度北広島町下水道事業会計補正予算第３条に定めた収益的支出の営業費用の予定額を増

額するものです。詳細については、次の４ページをご覧ください。令和７年度北広島町下水道

事業会計補正予算実施計画にてご説明いたします。支出の部の１款１項３目総係費を３５８万

７０００円の増額をお願いするものでございます。これは当初予算で見込みとして計上してい

たものを精査し、予算の補正を行うものでございます。戻りまして、第３条、議会の議決を経

なければ流用することのできない経費の補正についてご説明いたします。当初予算第８条に定

めている職員給与費について、人事院勧告に準じ、１８７万１０００円の増額をお願いするも

のでございます。以上で環境生活課からの説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（湊俊文）　これをもって提案理由の説明を終わります。補正予算関係７議案については、

後日、審議採決を行います。以上で本日の日程は全部終了しました。次の本会議は、１２月１

１日午前１０時から一般質問の予定となっておりますので、よろしくお願いをいたします。本

日はこれで散会します。 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～ 

 

午前　１１時　１２分　散会 

 

～～～～～～～～　○　～～～～～～～～


